
 

 

④登録電気工事業者承継届出必要書類（法第９条関係） 

 

 

  

変更の内容 

必要な書類の名称 

譲渡の場合 

相続の場合 分割・合併の場合 

２以上の相

続人がいる 
左記以外 合併 分割 

１ 登録電気工事業者承継届出書 ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 電気工事業譲渡証明書 ○     

３ 登録電気工事業者相続同意証明書  ○    

４ 登録電気工事業者相続証明書   ○   

５ 電気工事業承継証明書     ○ 

６ 誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ 

７ 
承継者（個人）の住民票 

（申請日前３ヶ月以内） 

○ 

個人の場合 
○ ○   

８ 
承継者（法人）の登記簿謄本 

（申請日前３ヶ月以内） 

○ 

法人の場合 
  ○ ○ 

９ 
事業の譲渡契約書等の写し 

※法人から法人へ事業を譲渡する場合 
○   ○ ○ 

１０ 被相続人の戸籍謄本等  ○ ○   

１１ 登録証（原本） ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

留意点 

 同時に登録事項等変更届（氏名又は名称変更）を提出して登録証の訂正を受ける必要があります。

この場合、手数料２，２００円が必要になります。 

 住所・主任電気工事士等にも変更がある場合は、その変更も同時に行ってください。 

 住民票が重複して必要な場合は、１通で添付してください。２通提出する必要はありません。 

 「被相続人」とは事業を譲り渡した者のことです。 

 「被承継者」とは事業を譲り渡した者のこと、「承継者」とは事業を譲り受けた者のことです。 



 

 

様式第６（第６条） 

 

 

 

 

電気工事業承継届 
 

 

 

年   月   日 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                       〒 
住  所 
氏名又は名称 
法人にあっては代表者の氏名 
電話番号 （     ）    － 

 

 

 登録電気工事業者の地位を承継したので、電気工事業の業務の適正化に関する法律

第９条第３項（当該承継により登録証に記載された事項に変更があったときは、第９

条第３項及び第１０条）の規定により次のとおり届け出ます。 

 

承 継 の 原 因 法人の設立 ・ 事業の譲渡 ・ 相続 ・ 分割 ・ 合併 

被承継者が登録を受けた

年月日及び登録番号 
年   月   日 

山梨県知事登録 第        号 

承継者が登録を受けた 

年月日及び登録番号 
年   月   日 

山梨県知事登録 第        号 

 

被承継者に関する登録証の添付の有無 有 ・ 無 

 

（備考） １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ×印の項は、記載しないこと。 

３ 「被承継者」とは事業を譲り渡した者、「承継者」とは事業を譲り受けた者 

４ 承継者が登録を有していない場合は斜線を引くこと。 

×整理番号  

×受理年月日  

収入証紙等貼付欄 

消印を押してはな

らない 



 

 

様式第８（第６条） 

                   

 

           

                     電気工事業譲渡証明書 

 

×整 理 番 号      
 

 

×受理年月日      
 

  年 月 日 

   
 山梨県知事 殿 

 

譲り渡した者 

                       〒 
住  所 
氏名又は名称 
法人にあっては代表者の氏名 
電話番号 （     ）    － 

譲り受けた者 

                       〒 
住  所 
氏名又は名称 
法人にあっては代表者の氏名 
電話番号 （     ）    － 

 

 次のとおり電気工事業の譲渡について証明します。 

 

１ 登録を受けた年月日及び登録番号 

 

年   月   日   山梨県知事登録第        号 

 

 

２ 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類 

 

営業所の名称： 

 

所 在 の 場 所： 

 

電気工事の種類： 

 

 

３ 譲渡の年月日 

 

年   月   日 

 

 

 
（備考） １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ×印の項は、記載しないこと。 



 

 

様式第９（第６条） 

                   

 

           

               登録電気工事業者相続同意証明書 

 

×整 理 番 号      
 

 

×受理年月日      
 

  年 月 日 

   
 山梨県知事 殿 

 

住  所 
               証明者 

氏  名 

 
 

住  所 
               証明者 

氏  名 

 

 

 次のとおり登録電気工事業者について相続がありましたことを証明します。 

 

１ 被相続人の氏名及び住所 

 

氏名： 

 

住所： 

 

２ 登録の年月日及び登録番号 

 

年   月   日   山梨県知事登録第        号 

 

３ 登録電気工事業者の地位を承継するものとして選定された者の氏名及び住所 

 

氏名： 

 

住所： 

 

４ 相続開始の年月日 

 

年   月   日 

 

 

 
（備考） １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 証明者の項は、登録電気工事業者の地位を承継するものとして選定された者以外

の相続人全員が記名すること。 

３ ×印の項は、記載しないこと。 



 

 

様式第１０（第６条） 

                   

 

           

                登録電気工事業者相続証明書 

 

×整 理 番 号      
 

 

×受理年月日      
 

  年 月 日 

   
 山梨県知事 殿 

 

住  所 
               証明者 

氏  名 

 
 

住  所 
               証明者 

氏  名 

 

 次のとおり登録電気工事業者について相続がありましたことを証明します。 

 

１ 被相続人の氏名及び住所 

 

氏名： 

 

住所： 

 

２ 登録の年月日及び登録番号 

 

年   月   日   山梨県知事登録第        号 

 

３ 登録電気工事業者の地位を承継した者の氏名及び住所 

 

氏名： 

 

住所： 

 

４ 相続開始の年月日 

 

年   月   日 

 

 
（備考） １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 証明者は二人以上とすること。 

３ ×印の項は、記載しないこと。 



 

 

様式第１０の２（第６条） 

                   

 

           

                 電気工事業者承継証明書 

 

×整 理 番 号      
 

 

×受理年月日      
 

  年 月 日 

   
 山梨県知事 殿 

                                  

               被承継者 

                       〒 
住  所 
名  称 
代表者の氏名 
電話番号 （     ）    － 

                                  

               承継者 

                       〒 
住  所 
名  称 
代表者の氏名 
電話番号 （     ）    － 

 

 次のとおり電気工事業の承継について証明します。 

 

１ 登録を受けた年月日及び登録番号 

 

年   月   日   山梨県知事登録第        号 

 

２ 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類 

 

営業所の名称： 

 

所 在 の 場 所： 

 

電気工事の種類： 

 

３ 承継の年月日 

 

年   月   日 

 

 
（備考） １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ×印の項は、記載しないこと。 



 

 

 

（個人用） 

 

 

 

 

誓   約   書 

 

 

 

 

 

  年   月   日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                                申請者又は届出者 

住  所 
氏  名 

 

 

 

 私は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第６条第１項第１号から第４号ま 

 

でに該当しない者であることを誓約いたします。 



 

 

 

（法人用） 

 

 

 

 

誓   約   書 

 

 

 

 

 

  年   月   日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                                申請者又は届出者 

住  所 
名  称 

代表者の氏名 

 

 

 

 当社及び当社の役員は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第６条第１項第１

号から第５号までに該当しない者であることを誓約いたします。 


